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要望書 

 
 
この度、特定⾮営利活動法⼈ 映像産業振興機構 ARTS for the future!2事務局より発表された
「⽂化庁 令和3年度補正予算事業 ARTS for the future!2（コロナ禍からの⽂化芸術活動の再興⽀
援事業）募集要項（2022年2⽉15⽇ Ver.1.0）」の記載について下記の通り要望申し上げます。 
 
27⾴「5. 補助⾦額 5-3. 従事⼈員の考え⽅」において、「⼀般に、警備、会場の施⼯・設営、受
付、会場案内、チケット販売、印刷、配信、HP制作、宣伝、広報等に従事する者は、⽂化芸術
活動に関する専⾨的な技能者とは考えないためカウントできません。」との表記があります。
しかしながら、記載の職能においては劇場等、特殊な環境下での観客の鑑賞・安全性確保、ク
オリティの⾼い⽂化芸術を広く社会と接続するための、舞台芸術の専⾨知識や経験を有する業
務も含まれております。 
 
この記載は、全国で活動するアートマネジメントスタッフ等、業務に従事する者や、芸術系⼤
学でアートマネジメントを学ぶ学⽣らの専⾨性を否定しており、その思いを傷付けることにも
なりかねません。 
 
そもそも⽂化芸術推進基本計画の戦略に「⽂化芸術を⽀える⼈材は，我が国の⽂化芸術の持続
的な発展に不可⽋であることから，年齢，性別等が多様で⾼いスキルを有する専⾨的⼈材（⽂
化施設・⽂化芸術団体の経営者，企画・広報やマーケティ ング等に従事するアートマネジメン
ト⼈材，企画制作者，舞台技術者・技能者，美術館，博物館における学芸員・各種専⾨職員
等）を確保する。」 と掲げているのは⽂化庁⾃⾝です。この「従事⼈員の考え⽅」が⽂化芸術
推進基本計画と明らかに⽭盾していることを認識した上で、内容を下記の通り修正していくこ
とを求めます。 
 
 
 
 
 
 



 

 
記 

 
同⾴の記載を撤回・変更するように要望いたします。 
 
⼀、「⽂化芸術活動に関する専⾨的な技能者とは考えない」を撤回。 
 
⼀、「・制作スタッフ等（⾳響、照明、⼤道具、⼩道具、⾐装、メイク 等）」を「スタッフ等
（⾳響、照明、⼤道具、⼩道具、⾐装、メイク、制作、製作、プロデューサー 等）」へ変更。 
 

以上 
 
 
・添付資料： 
①⽂化芸術推進基本計画（第1期）「戦略５ 多様で⾼い能⼒を有する専⾨的⼈材の確保・育
成 」 
 
②第5期⽂化政策部会(第4回)資料3 
アートマネジメント⼈材の育成及び活⽤について（論点整理案） 
 
  



 

 
添付資料① ⽂化芸術推進基本計画（第1期）「戦略５ 多様で⾼い能⼒を有する専⾨的⼈材の確
保・育成 」 

 
 
 
  



 

 
添付資料② 第5期⽂化政策部会(第4回)資料3 
アートマネジメント⼈材の育成及び活⽤について（論点整理案） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


